様式第７号（第１０条関係）


誓約書


当事業者は、以下の事項を遵守することを誓約します。

・不正請求を行わないこと
・適正な施工を行うこと
・大田市暴力団排除条例（平成24年条例第1号）第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
・市の調査に協力すること

年　　月　　日

事業者名：
代表者名：
















様式第８号（第１０条関係）
年　　月　　日

大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業
登録事業者決定（却下）通知書

事業者名　様

大田市長

下記のとおり、登録事業者として決定（却下）しましたので、大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業実施要綱第１０条第４項の規定により通知します。
	登録（変更）
内容
	登録番号：第　　　号
事業者名：
代表者名：
所在地：
電話番号：

	登録（変更）日
	令和　　年　　月　　日

	登録（変更）の有効期間
	令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

	業務内容
	エアコン販売及び設置

	遵守事項
	登録事業者は、大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業実施要綱を遵守し、適正に事業を実施すること。

	備考
	


　　（却下の場合の理由）

様式第９号（第１２条関係）
年　　月　　日

[bookmark: _Hlk230105042]大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業
登録事業者変更申請書

大田市長　様

申請者（登録事業者）
登録番号：第　　　号
事業者名：
代表者名：
所在地：
電話番号：

下記のとおり、登録事項に変更がありましましたので、大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業実施要綱第１２条第１項の規定により申請します。
	変更内容
	（該当する項目に✔を付し、変更前・変更後を記入してください）
□ 事業者名
□ 代表者
□ 所在地
□ 電話番号
□ その他（　　　　　　　　　　　）

	
	変更前
	変更後

	
	
	

	変更年月日
	令和　　年　　月　　日

	変更理由
	

	添付書類
	（変更内容に応じて必要書類を添付してください）
□ 登記事項証明書の写し
□ 営業許可証等の写し
□ その他（　　　　　　　　　　　）



様式第１０号（第１２条関係）
年　　月　　日

大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業
登録事業者変更決定（却下）通知書

事業者名　様

大田市長

下記のとおり、登録事業者として変更決定（却下）しましたので、大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業実施要綱第１２条第２項の規定により通知します。
	変更内容
	登録番号：第　　　号
事業者名：
代表者名：
所在地：
電話番号：

	変更日
	令和　　年　　月　　日

	登録（変更）の有効期間
	令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

	業務内容
	エアコン販売及び設置

	遵守事項
	登録事業者は、大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業実施要綱を遵守し、適正に事業を実施すること。

	備考
	


　　（却下の場合の理由）
様式第１１号（第１５条関係）
年　　月　　日

[bookmark: _Hlk228020782]大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成金確定通知書

申請者　様

大田市長

下記のとおり、助成金の交付を決定しましたので、大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業実施要綱第１５条の規定により通知します。


	交付決定内容
	交付決定日：令和　　年　　月　　日
交付決定額：　　　　　　　　　　円
（内訳）　
エアコン本体：　　　　　　　　円
設置費用：　　　　　　　　　　円

	振込予定日
	令和　　年　　月　　日

	備　考
	













様式第１２号（第１６条関係）
年　　月　　日

[bookmark: _Hlk228020873]大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成金交付決定取消通知書

申請者　様

大田市長

下記のとおり、助成金の交付決定を取り消しましたので、大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業実施要綱第１６条第２項の規定により通知します。

[bookmark: _Hlk225320812]
	交付決定内容
	交付決定日：令和　　年　　月　　日
交付決定額：　　　　　　　　　　円

	取消しの内容
	□ 全部取消し
□ 一部取消し
取消額：　　　　　　　　　　円

	取消理由
	

	備　考
	













様式第１３号（第１７条関係）
年　　月　　日

[bookmark: _Hlk228020913]大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成金返還命令書

申請者　様

大田市長

大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成金交付要綱第１６条の規定により交付決定を取り消したため、大田市生活困窮世帯エアコン購入費助成事業実施要綱第１７条第１項の規定により、下記のとおり助成金の返還を命じます。

	返還対象
	対象者氏名：
交付決定日：令和　　年　　月　　日

	返還額
	　　　　　　　　　　　　　　　　円

	返還期限
	令和　　年　　月　日まで

	返還方法
	納付書による返還




